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日本放送協会 理事会議事録 
               （２０２０年 ２月 ４日開催分）

  
２０２０年 ２月２８日（金）公表 

 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 ２０２０年 ２月 ４日（火） 午前９時００分～９時１０分 
 
＜出   席   者＞ 

前田会長、堂元副会長、木田専務理事、板野専務理事、 
児野専務理事・技師長、荒木専務理事、松原理事、黄木理事、 
中田理事、鈴木理事、松坂理事、正籬理事、坂本特別主幹 
高橋監査委員 

 
＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 
 
＜議        事＞ 
 前田会長が開会を宣言し、議事に入った。 
 
付議事項 

 

１ 審議事項 

（１）ハラスメント防止規程の改正について 

（２）「ハラスメント防止規程の改正」に伴う職務権限事項の改正につい 

   て 

（３）２０２０年度（令和２年度）国内放送番組編成計画の修正につい 

   て 

 

２ 報告事項 
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（１）放送番組審議会議事録（資料） 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）ハラスメント防止規程の改正について 

（人事局） 

 「ハラスメント防止規程」の改正について審議をお願いします。 
２０１９年６月に公布された「労働施策の総合的な推進並びに労働者

の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改正内容を規程に

反映します。また、ＮＨＫのハラスメント防止施策のうち、相談窓口関

連業務を人事局からリスク管理室に移行した運用体制の変更についての

整理等を行います。 
施行日は、２０２０年４月１日です。 

 
（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 
 

（２）「ハラスメント防止規程の改正」に伴う職務権限事項の改正につい 

   て 

（経営企画局） 

ハラスメント防止規程の改正に伴う職務権限事項の改正について、審

議をお願いします。 

ハラスメント防止施策のうち、相談窓口関連業務を人事局からリスク

管理室に移行したことに伴い、リスク管理室と人事局の職務権限をそれ

ぞれ改正することとします。 

本件が決定されれば、２０２０年４月１日付で実施します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（３）２０２０年度（令和２年度）国内放送番組編成計画の修正につい 

   て 

（編成局） 

２０２０年度（令和２年度）国内放送番組編成計画の修正について、
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審議をお願いします。 

２０２０年度（令和２年度）国内放送番組編成計画は、２０１９年１

２月１０日開催の理事会で審議され、すでに決定いただいておりますが、

その後、「ＮＨＫインターネット活用業務実施基準」が総務大臣に認可

され、これを前提に「２０２０年度（令和２年度）インターネット活用

業務実施計画」も策定されたことから、最新の内容に修正することにし

ました。 

これまで、インターネット活用業務については、「５．補完放送等の

放送計画」の中に「（４）インターネットサービス」として記載してい

ましたが、修正案では、「６．インターネット活用業務」として新たに

項目を立て、「（１）地上テレビ常時同時配信・見逃し番組配信」、「（２）

地上テレビ常時同時配信・見逃し番組配信以外のサービス」、「（３）

地方向け放送番組の提供」、「（４）他の放送事業者が行う配信業務へ

の協力」、「（５）『東京オリンピック・パラリンピック』に関わる取

り組み」について、それぞれ具体的なサービス内容を記載することとし

ます。 

本件が決定されれば、２０２０年２月１２日開催の第１３４７回経営

委員会に報告事項として提出し、その後、中央放送番組審議会および地

方放送番組審議会で報告します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

２ 報告事項 

（１）放送番組審議会議事録（資料） 

編成局と国際放送局から、中央放送番組審議会、国際放送番組審議会、

全国の地方放送番組審議会（関東甲信越、近畿、中部、中国、九州沖縄、

東北、北海道、四国）の２０１９年１２月開催分の議事録についての報

告。  

 

注：放送番組審議会の内容は、ＮＨＫのホームページ「ＮＨＫオンライ

ン」の「経営に関する情報」に掲載しています。 
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以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

２０２０年 ２月２５日 

 

会 長  前 田 晃 伸  


